
別紙３を次のとおり改める。 

 

１．（１）②ホ（ロ）のうち、「大蔵谷インターチェンジ及び伊川谷インターチェンジの料

金所」を「大蔵谷インターチェンジの料金所」に、「伊川谷ジャンクションの料金所」を「伊

川谷インターチェンジの料金所」に改める。 

 

１．（１）②ホ（ハ）のうち、「伊川谷ジャンクションの料金所」を「伊川谷インターチェン

ジの料金所」に改める。 

 

１．（１）②ヘを次のとおり改める。 

ヘ 広島岩国道路における各インターチェンジ相互間の１回の通行に係る料金の額は、次表

の額（単位：円）に消費税率を乗じ、四捨五入により、１０円単位の端数処理を行った後

の額とする。 

普通車 

     大竹ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 

    大竹西ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ ─ 

   大竹 50.000 50.000 

  大野 339.806 377.273 377.273 

 廿日市ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 350.000 679.612 704.546 704.546 

廿日市 100.000 350.000 679.612 704.546 704.546 

 

大型車 

     大竹ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 

    大竹西ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ ─ 

   大竹 95.455 95.455 

  大野 485.437 568.182 568.182 

 廿日市ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 500.000 970.874 1,040.910 1,040.910 

廿日市 150.000 500.000 970.874 1,040.910 1,040.910 

 

特大車 

     大竹ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 

    大竹西ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ ─ 

   大竹 195.455 195.455 

  大野 1,165.049 1,331.819 1,331.819 

 廿日市ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 1,200.000 2,330.098 2,468.182 2,468.182 

廿日市 350.000 1,200.000 2,330.098 2,468.182 2,468.182 

 

ただし、平成２６年４月１日から令和６年３月３１日までの間において、ＥＴＣ車につ

いては、次表のとおりとする。 

 

 



普通車 
     大竹ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 

    大竹西ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ ─ 
   大竹 50.000 17.220 
  大野 238.096 371.400 221.400 
 廿日市ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 115.620 319.800 337.020 337.020 

廿日市 61.500 238.096 476.191 548.520 398.520 

 

大型車 
     大竹ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 

    大竹西ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ ─ 
   大竹 95.455 28.413 
  大野 333.334 515.310 365.310 
 廿日市ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 190.773 527.670 556.083 556.083 

廿日市 101.475 333.334 666.667 807.558 657.558 

 

特大車 
     大竹ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 

    大竹西ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ ─ 
   大竹 195.455 47.355 
  大野 711.495 758.850 608.850 
 廿日市ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 317.955 879.450 926.805 926.805 

廿日市 169.125 637.080 1,198.575 1,245.930 1,095.930 

（注）上表において「普通車」、「大型車」及び「特大車」とあるのは、それぞれ別添１－

３の自動車の車種区分をいう。 

 

１．（１）②カただし書きのうち、「延岡南インターチェンジの料金所の供用開始の日」を

「令和２年３月３０日」に改める。 

 

１．（１）③ロのうち、「②ヘ（ただし書きを除く。）」を「②ヘ（大竹西ジャンクション及び

大竹ジャンクションを通行する場合並びにただし書きを除く。）」に改める。 

 

１．（２）②ただし書きのうち、「令和２年３月３１日」を「令和３年３月３１日」に改め

る。 

 

１．（２）⑨ハのうち、「延岡南インターチェンジの料金所の供用開始の日以降、」を「令和

２年３月３０日から」に改める。 

 

１．（２）⑮ハのうち、「、⑧又は⑪」を「又は⑧から⑪まで」に、同（ロ）のうち、「⑪」

を「⑨から⑪まで」に改める。 

 

１．（２）⑮ニのうち、「⑧」を「⑧から⑩まで」に改め、同（ニ）のうち、「⑥」の次に「、



⑨又は⑩」を加える。 

 

２．のうち、「令和４２年１月１４日」を「令和４２年１月２４日」に改める。 

 

別添３中、中国縦貫自動車道（中国吹田・下関間）のうち、「湯田ＰＡスマート」を「湯田

温泉スマート」に、山陽自動車道吹田山口線（神戸ジャンクション・廿日市ジャンクション

間、大竹ジャンクション・山口ジャンクション間）のうち、「湯田ＰＡスマート」を「湯田温

泉スマート」に改める。 

 

別添５を別添５のとおり改める。 

 



別添 ５　一般有料道路等のキロ程（単位：キロメートル）

京滋バイパス

久御山淀
久御山

久御山ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 2.4
巨椋 － 3.1

宇治西 － － －
宇治東 1.9 3.6 － 6.7

笠取 － － － － －
南郷 5.1 7.4 9.3 11.0 － 14.1

石山 － － － － － － －
瀬田東 4.9 － 11.9 14.2 16.1 17.8 － 20.9

－ 7.9 － 14.9 17.2 19.1 20.8 － 23.9

第二京阪道路

門真ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ
第二京阪門真

寝屋川南 －
寝屋川北 3.3 4.2

交野南 － － －
交野北 0.9 － 8.9 9.8

枚方学研 － － － － －
枚方東 1.5 － 6.3 － 14.3 15.2

京田辺松井 － － － － － － －
八幡京田辺 2.4 － 5.6 － 10.4 － 18.4 19.3

八幡東 ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 0.4 2.8 － 6.0 － 10.8 － 18.8 19.7
久御山南 － － － － － － － － － －

久御山ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 0.7 3.8 4.2 6.6 － 9.8 － 14.6 － 22.6 23.5
巨椋池 － 3.6 6.7 7.1 9.5 － 12.7 － 17.5 － 25.5 26.4

起点 1.0 － 4.6 7.7 8.1 10.5 － 13.7 － 18.5 － 26.5 27.4
－ 1.9 － 5.5 8.6 9.0 11.4 － 14.6 － 19.4 － 27.4 28.3

淀川左岸線延伸部 広島岩国道路 八代日奈久道路 江津道路
大竹ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ

大竹西ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ

大竹 － 浜田ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ

西日本・阪神 大野 0.7 0.7 日奈久 浜田東
門真西 接続部 廿日市ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 8.3 9.0 9.0 八代南 江津西 3.4

門真ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 0.4 廿日市 4.7 13.0 13.7 13.7 八代ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 5.4 江津 6.0 6.0
－ 1.1 2.5 7.2 15.5 16.2 16.2 6.6 12.0 5.1 11.1 11.1

（注）西日本・阪神接続部とは大阪市鶴見区緑地公園をいう。

椎田道路 宇佐別府道路 日出バイパス 延岡南道路

速見
椎田南 大分農業文化公園

椎田 安心院 6.3
築城 1.7 院内 6.3 12.6 日出 門川

みやこ豊津 4.9 6.6 宇佐 5.2 11.5 17.8 速見 起点・延岡南
2.3 7.2 8.9 － 8.3 14.6 20.9 9.0 2.6

隼人道路 湯浅御坊道路 今治小松道路
有田

有田南
湯浅 －

広川 2.7 3.9 終点
加治木 広川南 － 5.2 6.4 いよ小松北

隼人西 川辺 4.5 － 9.7 10.9 東予丹原 －
隼人東 2.5 御坊 － 8.5 － 13.7 14.9 今治湯ノ浦 3.0 4.0

3.6 6.1 4.5 － 13.0 － 18.2 19.4 9.0 12.0 13.0

京都縦貫自動車道

亀岡
篠

沓掛 5.5 丹波
大原野 5.0 10.5 園部

長岡京 － － － 八木西 5.4
大山崎 7.1 － 13.5 19.0 八木中 － －

1.3 8.4 － 14.8 20.3 1.5 5.5 10.9



兵庫県道路公社が管理する道路（播但連絡道路）
和田山

朝来
生野北第二 12.1

生野北第一 － －

生野 0.5 5.5 17.6
神崎北 － － － －

神崎南 － － － － －

市川北 7.4 12.4 － 15.3 20.3 32.4
市川南 － － － － － － －

福崎北 5.9 9.2 16.6 21.6 － 24.5 29.5 41.6
福崎南 3.3 9.2 12.5 19.9 24.9 － 27.8 32.8 44.9

船津 － － － － － － － － － －

砥堀 5.0 － 8.3 14.2 17.5 24.9 29.9 － 32.8 37.8 49.9
豊富 4.1 9.1 － 12.4 18.3 21.6 29.0 34.0 － 36.9 41.9 54.0

山陽姫路東 － － － － － － － － － － － － －

花田 3.0 － 7.1 12.1 － 15.4 21.3 24.6 32.0 37.0 － 39.9 44.9 57.0
姫路ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 1.9 4.9 － 9.0 14.0 － 17.3 23.2 26.5 33.9 38.9 － 41.8 46.8 58.9

4.7 6.6 9.6 － 13.7 18.7 － 22.0 27.9 31.2 38.6 43.6 － 46.5 51.5 63.6

京都府道路公社が管理する道路（丹波綾部道路） 京都府道路公社が管理する道路（綾部宮津道路）

綾部ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ
綾部安国寺

京丹波わち 2.6 宮津天橋立
京丹波みずほ 7.3 9.9 舞鶴大江

丹波 11.6 18.9 21.5 綾部ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 11.3
7.7 19.3 26.6 29.2 12.1 23.4

本州四国連絡高速道路株式会社が管理する道路（一般国道２８号）
鳴　門

鳴門北
淡路島南 7.3

西淡三原 7.1 14.4
洲　本 8.8 15.9 23.2

淡路島中央 9.5 18.3 25.4 32.7
津名一宮 ｽﾏｰﾄ 4.0 13.5 22.3 29.4 36.7

北　淡 7.9 11.9 21.4 30.2 37.3 44.6
東　浦 10.1 18.0 22.0 31.5 40.3 47.4 54.7

淡路(ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ) 8.8 18.9 26.8 30.8 40.3 49.1 56.2 63.5
垂　水 淡路北ｽﾏｰﾄ 5.4 14.2 24.3 32.2 36.2 45.7 54.5 61.6 68.9

布施畑 11.3 16.7 25.5 35.6 43.5 47.5 57.0 65.8 72.9 80.2
神戸西 3.8 15.1 20.5 29.3 39.4 47.3 51.3 60.8 69.6 76.7 84.0

5.0 8.8 20.1 25.5 34.3 44.4 52.3 56.3 65.8 74.6 81.7 89.0

本州四国連絡高速道路株式会社が管理する道路（一般国道３０号）
坂出

坂出北
与島ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｴﾘｱ 2.6

児島 8.2 10.8
水島 7.7 15.9 18.5

早島 10.6 18.3 26.5 29.1
8.2 18.8 26.5 34.7 37.3


